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告    示 

 

那覇広域都市計画公園の変更について（都市計画課） 

那覇市告示第 408 号  

平成 29 年２月 27 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画公園の変更について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 21条第２項の規定において準用する同

法第 19 条第１項の規定により、那覇広域都市計画公園を変更したので、同法第 21

条第２項の規定において準用する同法第 20条第１項の規定により、次のとおり告示

し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

 

那  覇  市 

                    上記代表者 那覇市長 城間 幹子 

 

 

１ 都市計画の種類 

  那覇広域都市計画公園 

 

２ 都市計画を定める土地の区域 

  ３・３・那３号 希望ヶ丘公園 

変更する部分 那覇市牧志３丁目地内 

  ３・３・那５号 虎瀬公園 

   変更する部分 那覇市首里赤平町２丁目、首里久場川町１丁目 各地内 

 

３ 縦覧場所 

  那覇市都市計画部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 
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身体障害者手帳交付に係る医師の指定について（障がい福祉課） 

那覇市告示第 414 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について 

 

 

身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第 15条第１項の規定に基づき平成

29年２月 27日付け次のように指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 医師氏名 診療科目 医療機関名 

１ 尾崎 文美 小児科 沖縄南部療育医療センター 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 415 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 49条及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関として、次のとおり

指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開 設 者 
指定年月日 

所 在 地 

さくらメンタルクリニック 田中 由香子 

平成 29年１月１日 

那覇市牧志三丁目５番４号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 416 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとお

り変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 

変更事項 変 更 後（ 変 更 前 ） 

あいあい薬局 

平成28年12月８日 

所在地 
那覇市高良三丁目６番 16号 

（那覇市高良三丁目６番５号） 

協同にじクリニック 

平成28年11月30日 

所在地 
那覇市古波蔵四丁目 10番 10号 

（那覇市古波蔵四丁目 113番３） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 417 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医療機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定医療機関より、次のとお

り廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 開 設 者 
廃止年月日 

所 在 地 

さくらメンタルクリニック 三間 清明 

平成 28年 12月 31日 

那覇市牧志三丁目５番４号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 418 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変  更  後 

( 変 更 前 ) 

おきなわ介護リハビリセンター 

平成 28年４月１日 
開設者所在地 

所在地 

 

那覇市宇栄原三丁目９番８号 

（那覇市宇栄原三丁目 10番 23号） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 419 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介護機関

の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

名   称 

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

居宅介護支援センターハッピーライフ壺川 

（居宅介護支援） 
平成28年８月31日 

那覇市壺川２丁目９番地 12 

リハビリ特化型デイサービス カラダラボ那覇壺川 

（地域密着型通所介護、介護予防通所介護、通所型サービス） 平成28年12月31日 

那覇市壺川１丁目５番地２ 宮里マンション２-Ａ 

は～とケアサービス 

（訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、居宅介護支援、特定

福祉用具販売、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介

護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、訪問型

サービス、通所型サービス） 
平成29年３月31日 

那覇市松川三丁目 19番 46号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 420 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の指定について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第１項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律第 14条第４項の規定による指定施術機関として、次の

とおり指定した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 施術の種類 指定年月日 

施術所名称 施術所所在地 

新垣 佳子 柔道整復 平成 29年２月 24日 

ワイズ那覇整骨院 
那覇市田原３丁目１番地１  

エンゼルハイム 101号 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の指定について（保護管理課） 

那覇市告示第 421 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施術機関

の休止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第２項におい

て準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定

による指定施術機関より、次のとおり休止の届出があった。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

施 術 者 

施 術 所 名 称 

休止年月日 

施 術 所 所 在 地 

大城 春彦 

 

平成 29年３月１日 

  

前多 直人 

 

平成 29年３月１日 
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騒音に係る環境基準の地域類型の指定（環境保全課） 

那覇市告示第 422 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

騒音に係る環境基準の地域類型の指定 

 

 

 環境基本法（平成５年法律第 91号）第 16条第２項の規定により、騒音に係る環

境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成 29年４月１日から施行す

る。 

なお、平成 24 年那覇市告示第 161 号（騒音に係る環境基準の地域類型の指定）

は、平成 29年３月 31日限り廃止する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

Ａ類型 Ｂ類型 Ｃ類型 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

備考 

１ Ａ類型、Ｂ類型及びＣ類型とは、騒音に係る環境基準について（平成 10年環境

庁告示第 64号）の第１の表に掲げる類型を示す。 

２ この表において、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種

中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都

市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号の規定により定められ

た地域をいう。 

３ 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 39条第１項の規定により分区に指定され

た区域は除く。 

４ 関係図は、那覇市環境部環境保全課に備え置き、閲覧に供する。 
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騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示

（環境保全課） 

那覇市告示第 423 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示 

 

 

騒音規制法（昭和 43年法律第 98号）第３条第１項の規定に基づく規制地域及び

同法第４条第１項の規定に基づく規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の

規制に関する基準（昭和 43年厚生省、建設省告示第１号）別表に基づく指定区域並

びに騒音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限

度を定める省令（平成 12年総理府令第 15号）の備考に基づく区域を次のとおり定

め、平成 29年４月１日から施行する。 

なお、平成 24 年那覇市告示第 162 号（騒音規制法に基づく規制地域の指定及び

規制基準の設定に係る告示）は、平成 29年３月 31日限り廃止する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につ

いて規制する地域は、第１表に掲げる当該区域に掲げる地域とする。 

２ 特定工場等において発生する騒音の規制基準は、第２表の左欄に掲げる区域の

区分に従い、当該右欄に掲げるとおりとする。 

３ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表の第１号の規定に

より市長が指定する区域は、第１表に掲げる区域のうち、次の各号に掲げる区域

とする。 

(１) 第１種区域、第２種区域及び第３種区域 

(２) 第４種区域のうち、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定す

る学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条に規定する保育所、医

療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第

２項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書

館法（昭和 25 年法律第 118 号）第２条第１項に規定する図書館、老人福祉法

（昭和 38 年法律第 133 号）第５条の３に規定する特別養護老人ホーム並びに

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18年法律第 77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地

の周囲おおむね 80メートルの区域内 

４ 騒音規制法第 17 条第１項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限

度を定める省令の備考により市長が定める区域は、平成 29 年那覇市告示第 422

号（騒音に係る環境基準の地域類型の指定）の表に掲げる当該Ａ類型区域をａ区

域とし、Ｂ類型区域をｂ区域とし、Ｃ類型区域をｃ区域とする。 
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第１表 

第１種区域 第２種区域 第３種区域 第４種区域 

第１種低層住居専用

地域 

第２種低層住居専用

地域 

第１種中高層住居

専用地域 

第２種中高層住居

専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

備考 

１ この表において、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種

中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都

市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号の規定により定められ

た地域をいう。 

２ 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 39条第１項の規定により分区に指定され

た区域は除く。 

３ 規制する地域の詳細図面は、那覇市環境部環境保全課に備え置き、閲覧に供す

る。 

 

第２表 

左欄 

右欄 

昼間 

 

（午前８時から

午後７時まで） 

 

朝夕 

（午前６時から

午前８時まで／

午後７時から午

後９時まで） 

夜間 

 

（午後９時から

翌日の午前６時

まで） 

第１種区域 

第２種区域 

第３種区域 

第４種区域 

45デシベル 

50デシベル 

60デシベル 

65デシベル 

40デシベル 

45デシベル 

55デシベル 

60デシベル 

40デシベル 

40デシベル 

50デシベル 

55デシベル 

 

備考 

１ 左欄の第１種区域、第２種区域、第３種区域及び第４種区域とは、それぞれ

第１表に掲げる区域をいう。 

２ 第２種区域、第３種区域及び第４種区域の区域内に所在する第３項第２号に

掲げる施設の敷地の周囲おおむね 50 メートルの区域内における規制基準値は、

右欄に掲げるそれぞれの基準値から５デシベルを減じた値とする。 
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振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示

（環境保全課） 

 

那覇市告示第 424 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

振動規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告示 

 

 

振動規制法（昭和 51年法律第 64号）第３条第１項の規定に基づく規制地域及び

同法第４条第１項の規定に基づく規制基準、振動規制法施行規則（昭和 51年総理府

令第 58号。以下「府令」という。）別表第１の付表の規定に基づく指定区域並びに

府令別表第２の規定に基づく区域及び時間を次のとおり定め、平成 29年４月１日か

ら施行する。 

なお、平成 24 年那覇市告示第 163 号（振動規制法に基づく規制地域の指定及び

規制基準の設定に係る告示）は、平成 29年３月 31日限り廃止する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 特定工場等において発生する振動について規制する地域は、第１表に掲げる区

域とする。 

２ 特定工場等において発生する振動の規制基準は、第２表の左欄に掲げる区域の

区分に従い、当該右欄に掲げるとおりとする。 

３ 府令別表第１の付表の１の規定により市長が指定する区域は、平成 29年那覇市

告示第 423号（騒音規制法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る告

示）の第１表に定める区域のうち、次の各号に掲げる区域とする。 

（１） 第１種区域、第２種区域及び第３種区域 

（２） 第４種区域のうち、学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定す

る学校、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第７条に規定する保育所、

医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院及び同

条第２項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するも

の、図書館法（昭和 25 年法律第 118 号）第２条第１項に規定する図書館、

老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第５条の３に規定する特別養護老人

ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成 18年法律第 77号）第 2条第 7項に規定する幼保連携型認

定こども園の敷地の周囲おおむね 80メートルの区域内 

４ 府令別表第２の備考の１の規定により市長が定める区域は、第１表に掲げる区

域とし、同備考の２の規定により市長が定める時間は、第２表の右欄に掲げる昼

間及び夜間の区分に従い、それぞれ同欄に掲げる時間とする。 
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第１表 

第１種区域 第２種区域 

第１種低層住居専用地域 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

近隣商業地域 

商業地域 

準工業地域 

工業地域 

 

備考 

１ この表において、第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種

中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居

地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都

市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第８条第１項第１号の規定により定められ

た地域をいう。 

２ 港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 39条第１項の規定により分区に指定され

た区域は除く。 

３ 規制する地域の詳細図面は、那覇市環境部環境保全課に備え置き、閲覧に供す

る。 

 

 

第２表 

左欄 

右欄 

昼間 

（午前８時から午後７時

まで） 

夜間 

（午後７時から翌日の午

前８時まで） 

第１種区域 60デシベル 55デシベル 

第２種区域 65デシベル 60デシベル 

 

備考 

１ 左欄の第１種区域及び第２種区域とは、それぞれ第１表に掲げる区域をいう。 

２ 第１種区域及び第２種区域の区域内に所在する第３項第２号に掲げる施設の敷

地の周囲おおむね 50メートルの区域内における規制基準値は、右欄に掲げるそれ

ぞれの基準値から５デシベルを減じた値とする。 
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公    告 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 565 号  

平成 29 年２月 16 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・５・那15号 牧志壺屋線 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成 29年２月 16日～平成 30年３月 31日 
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那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 566 号  

平成 29 年２月 16 日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ３・５・那34号 石嶺駅前線 

 

２ 施行者の名称   那覇市 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成 29年２月 16日～平成 31年３月 31日 

 

 

 

会議開催の公告（秘書広報課） 

那覇市公告第 583 号  

平成 29 年２月 27 日  

掲 示 済  

 

 

会議開催の公告 

 

 

次のとおり、会議を開催しますので公告します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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記 

 

 

１ 会議の名称   那覇市政功労者表彰審査委員会 

 

２ 開催年月日   平成 29年３月 23日（木） 

               午後２時 00分～午後４時 00分 

 

３ 開催場所    那覇市役所 本庁舎 ５階 庁議室 

 

４ 議  題    平成 28年度那覇市政功労者表彰候補者の審査について 

                                  

５ 傍  聴    可   （定員 名 ただし先着順です。） 

          否 理由（ 個人情報の保護 ） 

 

６ 照 会 先    担当事務局 （総務部 秘書広報課） 

（☎ 861-5173 ） 

                       担当 我喜屋 

 

 

 

 

個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課） 

那覇市公告第 593 号  

平成 29 年３月２日  

掲 示 済  

 

 

個人情報業務届出書の公表について 

 

 

那覇市個人情報保護条例第７条第５項及び同施行規則第２条第２項の規定に基づ

き、個人情報業務届出書及び個人情報業務廃止・変更届出書を別紙のとおり公表す

る。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札

の実施について（管財課） 

那覇市公告第 594 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務委託契約の制限付一般競争入札の実施

について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎植栽維持管理業務 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的 本庁舎外周及び中庭に設置されている植物を常に良好な状態に

管理し、庁舎の美観を保つとともに遮熱効果を提供することを

目的とする。 

（４）履行期間  平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日  

     ※本事業予算については、平成 29年度当初予算に計上しているところで

す。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変

更が生じる場合があることを予めご留意ください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければなら

ない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定め

る資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

(２) 従業員に常勤の者で造園施工管理技術士の資格を有する者が１人以上いる

こと。 

(３) 営業実績が２年以上あること。 

(４) 那覇市の市税を完納していること。 

(５) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場

合において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業  
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務委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23

年 12 月５日総務部長決裁）による。 

(６) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。  

(７) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(８) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(９) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(10) 経営及び信用の状況が良好であること。 

(11) 施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

(12) 施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第２項各号のいず

れかに該当すると認められたものにあっては、その事実があった

後２年を経過していること。 

(13） 那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金）     

     ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

（１） 質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

（２） 質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出する

こと。 

        ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

（３）回 答 日 平成 29年３月 14日（火） 

（４）回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

     

５ 入札執行の日時及び場所 

（１）日 時 平成 29年３月 27日(月) 

13時 30分受付開始 13時 40分入札開始 

 （２）場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎 10階会議室(1001) 

        ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１）入札資格審査申請書 

（２）業務実績表（市様式） 

（３）商業登記簿 

（４）市税完納証明書 

（５）所在地確認資料 

（６）労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７）社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理グループ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実

施について（管財課） 

那覇市公告第 595 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借契約の制限付一般競争入札の実施につ

いて 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名  那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

          那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）業務の目的 本庁舎内に観葉植物を設置し、常に状態の良い状況を保ち来庁

する市民に憩いの空間を提供することを目的とする。 

（４）履 行 期 間 平成 29年４月１日から平成 30年３月 31日        

 ※本事業予算については、平成 29 年度当初予算に計上しているところで

す。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更

が生じる場合があることを予めご留意ください。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「造園」に登録されていること。 

(２) 営業実績が２年以上あること。 

(３) 那覇市の市税を完納していること。 

(４) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場

合において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業

務委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23

年 12 月５日総務部長決裁）による。 

(５) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。  
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(６) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(７) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(８) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(９) 経営及び信用の状況が良好であること。  

(10) 施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

(11) 施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４第２項各号のいずれか

に該当すると認められたものにあっては、その事実があった後２

年を経過していること。 

(12)那覇市暴力団排除条例(平成 24年那覇市条例第１号。)第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係し

ていないこと。 

(13)その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金）     

      ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階  

那覇市総務部管財課 

※窓口でのみ配布します。 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

回 答 日 平成 29年３月 14日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

日 時 平成 29年３月 27日(月) 

14時 30分受付開始 14時 40分入札開始 

場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階会議室(501) 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 
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７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８） 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（９）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の

実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 596 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の実施に

ついて（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のように

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 業 務 名  那覇市役所真和志庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 

（２） 履行場所   那覇市役所真和志庁舎 

（３） 履行期間  平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日まで 

（４） 長期継続契約 

この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２項の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）那覇産業保安監督事務所の「電気保安法人名簿」に登録されていること。 

（２）営業実績が２年以上あること。 

（３）那覇市の市税を完納していること。 

（４）本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）   

のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業

所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入

札における営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５）労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６）賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７）業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８）経営及び信用の状況が良好であること。 
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（９）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定す

る者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認めら

れたものにあっては、その事実があった後 2年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は

関係していないこと。 

（12）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

  配布期間 平成 29年３月３日(金)～平成 29年３月 10日(金) 

       ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

回 答 日 平成 29年３月 14日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 29年３月 17日（金） 

       10時 00分受付開始 10時 10分入札開始 

場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 501会議室 

      ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

 （１）入札書（市様式） 

 （２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 （３）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

 

７ 入札保証金 

   那覇市契約規則第８条第１項の規定に基づく場合は免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 
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（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎 1丁目 1番 1号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託の制限付一般競

争入札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 597 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託の制限付一般競争入札

の実施について（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名      那覇市役所本庁舎エスカレーター保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所      那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

       那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 エスカレーター４基（型式:S1000TE-D） 

（４）履 行 期 間 平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日 

（５）長期継続契約 

     この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

（６）目 的 本庁舎に設置しているエスカレーター４基を正常かつ良好な運

転状態に保つため、定期点検及び故障対策を実施する。 

（７）主 な 概 要 

・技術員による月に１回の巡回点検整備 

・法定定期検査 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場

合において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業

務委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23

年 12 月５日総務部長決裁）による。 

(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。  

(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(７) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。  

(９) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項

の規定する者に該当しないこと。 
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(10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過し

ていること。 

(11） 那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

(12) 「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、同一規模の保守点検実務経験が３

年以上ある者が３人以上在職していること。 

(13) 制服制度があること。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

     ９時 00分～16時 00分（12～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 29年３月 14日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 29年３月 17日（金） 

13時 30分受付開始 13時 40分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市本庁舎５階会議室（501） 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

    契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46 
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年那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締

結すること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

(９) 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争

入札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 598 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託の制限付一般競争入札の

実施について（長期継続契約） 
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地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 業 務 名      那覇市役所本庁舎エレベーター保守点検業務委託 

(２) 履 行 場 所      那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

① 那覇市泉崎１丁目１番１号 

(３) 履行対象  エレベーター４基 

(４) 履行期間  平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日 

(５) 長期継続契約 

     この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

(６) 目的    本庁舎に設置しているエレベーター４基を正常かつ良好な運   

転状態に保つため、定期点検及び故障対策を実施する。 

(７) 主な概要 

・技術員による３ヶ月に１回の巡回点検整備 

・監視診断装置による毎月１回の点検、又は技術員による毎月１回の巡回 

点検 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理（24時間体制） 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付  

名簿」の業種「機械器具設置」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場

合において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業

務委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23

年 12 月５日総務部長決裁）による。 

(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。  
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(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(７) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。  

(９) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項

の規定する者に該当しないこと。 

(10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過し

ていること。 

(11） 那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

(12) 「昇降機検査資格者」資格を有し、かつ、同一規模の保守点検実務経験が３

年以上のある者が３人以上在職していること。 

(13) 制服制度があること。 

(14) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

     ９時 00分～16時 00分（12～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 29年３月 14日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 29年３月 17日（金） 

14時 30分受付開始 14時 40分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階会議室（501） 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

    契約金額の 100 分の 10 に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46

年那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締

結すること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８） 入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９） 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 
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那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入

札の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 599 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実

施について（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 契約案件名  那覇市役所本庁舎消防用設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所  那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象  本庁舎消防設備等 

（４）履 行 期 間  平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日 

 （５）長期継続契約 

      この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21 年那覇市条例第 41 号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

 （６）目的    那覇市役所本庁舎に設置してある消防用設備を常に良好な状態

に維持し、万一の火災等発生時に備えるとともに、不具合の発

生を未然に防止するため、定期点検及び故障対策を実施する。 

 （７）主な概要   

・消防法に基づく点検及び関係機関への報告 

・地下タンク及び埋設配管圧力検査業務 

・防災管理点検 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

    この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定 
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める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「消防施設」に登録されていること。 

(２) 平成 27 年４月１日から平成 29 年３月 31 日までの２ヵ年度にお

いて、建築物における消防用設備の保守点検業務を元請として実

施した実績があり、当該期間における年度平均の受注金額が 50

万円以上あること。 

(３) 従業員に次の資格を有する者がいること。 

  ・消防設備士免状(甲種１～５類及び乙種６類) 

  ・第 1 種消防設備点検資格者免状  

  ・第２種消防設備点検資格者免状 

  ・防災管理点検資格者免状 

  ・危険物取扱者免状(乙種４類又は甲種) 

(４) 那覇市の市税を完納していること。 

(５) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合

において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務

委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23 年

12 月５日総務部長決裁）による。 

(６) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

(７) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(８) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(９) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(10) 経営及び信用の状況が良好であること。  

(11) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項

の規定する者に該当しないこと。 

(12）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過し

ていること。 

(13）那覇市暴力団排除条例(平成 24 年那覇市条例第１号。)第２条第

１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当

しておらず、又は関係していないこと。  

(14）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

  配布期間 平成 29年３月３日(金)～平成 29年３月 10日(金) 

       ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 
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       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

質問期間  平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

質問方法  質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

回答日   平成 29年３月 14日（火） 

回答方法  仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 29年３月 17日（金） 

      15時 30分受付開始  15時 40分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市役所本庁舎５階会議室（501） 

      ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

  

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第 1項に基づき免除する 

 

８ 契約保証金 

    契約金額の 100 分の 10 に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46

年那覇市規則第 13号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締

結すること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８） 入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

（９） 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

(10) その他市長が必要と認める書類 
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10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び「２ 入札に参加する者に必要

な資格に関する事項」に違反した入札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市 総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札

の実施について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 600 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施

について（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第１項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のとおり

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 入札に付する事項 

（１）業 務 名 那覇市役所本庁舎空調設備保守点検業務委託 

（２）履 行 場 所 那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」） 

        那覇市泉崎１丁目１番１号 

（３）履 行 対 象 空調機型式（ＥＨＰ方式、ＧＨＰ方式） 

（４）履 行 期 間 平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日 
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（５）長期継続契約 

      この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21 年那覇市条例第 41 号）第２条第２号の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

（６）目的     本庁舎に設置している空調設備を常に良好な状態に維持すると

ともに、故障を未然防止に図るために実施する。 

（７）主な概要  

・保全技術員による年１回のシーズンイン点検（４月） 

・保全技術員による年３回のシーズンオン点検（５～10月） 

・不時の故障等が発生したときの点検及び修理 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

この入札に参加することができる者は、次の条件を具備する者でなければな

らない。なお、入札参加者は、入札公告日から開札日までの間、次の各号に定

める資格をすべて満たされなければならない。 

(１) 那覇市建設工事等競争入札参加者資格に関する規定に基づく「建設業者格付

名簿」の業者「管」に登録していること。 

(２) 那覇市の市税を完納していること。 

(３) 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」と

いう。）のいずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場

合において、営業所等の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業

務委託制限付一般競争入札における営業所等認定基準（平成 23

年 12 月５日総務部長決裁）による。 

(４) 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。  

(５) 賃金不払等社会的不正行為がないこと。  

(６) 業務執行において不誠実な行為がないこと。  

(７) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更

正手続き開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

第 21 条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていな

い者であること。 

(８) 経営及び信用の状況が良好であること。  

(９) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項

の規定する者に該当しないこと。 

(10）地方自治法施行令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当する

と認められたものにあっては、その事実があった後２年を経過し

ていること。 

(11） 那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 
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(12) 制服制度があること。 

(13) その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

配布期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

     ９時 00分～16時 00分（12～13時を除く） 

     （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く）   

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 29年３月 14日（火） 

  回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

  日 時 平成 29年３月 17日（金） 

16時 30分受付開始 16時 40分入札開始 

  場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市本庁舎５階会議室（501） 

※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

６ 入札時提出書類 

（１）入札書（市様式） 

（２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 

７ 入札保証金 

入札保証金は、那覇市契約規則第８条第１項に基づき免除する。 

 

８ 契約保証金 

    契約金額の 100分の 10に相当する額の納付、又は那覇市契約規則（昭和 46 年

那覇市規則第 13 号）第 30条第１項第１号に規定する履行保証保険契約を締結

すること。 

 

９ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 
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（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）入札参加資格要件にあげる要資格従業員にかかる資格を証する書類の写し 

(９) 暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

（10）その他市長が必要と認める書類 

 

10 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した

入札は無効とします。 

 

11 郵送による入札は認めない。 

 

12 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 

 

13 お問合せ 

那覇市総務部 管財課 庁舎管理Ｇ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇市役所本庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の実施

について（長期継続契約）（管財課） 

那覇市公告第 601 号  

平成 29 年３月３日  

掲 示 済  

 

 

那覇市役所本庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託の入札の実施につい

て（長期継続契約） 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 234条第 1項の規定に基づき、制限付一

般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「施

行令」という。）第 167条の６及び那覇市契約規則第４条の規定により、次のように

公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 入札に付する事項 

（１） 業 務 名  那覇市役所本庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 

（２） 履 行 場 所  那覇市役所本庁舎（以下「本庁舎」という。） 

（３） 履行期間   平成 29年４月１日から平成 32年３月 31日まで 

（４） 長期継続契約 

     この入札に係る契約は那覇市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 21年那覇市条例第 41号）第２条第２項の規定に基づ

く長期継続契約であるため、この契約を締結した年度の翌年度以降におい

て、各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結又は

契約を継続するものであり、当該契約に係る支出予算の減額または削除が

あった場合、この契約を変更又は解除することができるものとする。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

（１） 那覇産業保安監督事務所の「電気保安法人名簿」に登録されていること。 

（２） 営業実績が２年以上あること。 

（３） 那覇市の市税を完納していること。 

（４） 本市を所在地とする本店、支店及び営業所（以下「営業所等」という。）の     

いずれかを有し、かつ県内に本店があること。この場合において、営業所等

の要件は那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託制限付一般競争入札にお

ける営業所等認定基準（平成 23年 12月５日総務部長決裁）による。 

（５） 労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度があること。 

（６） 賃金不払等社会的不正行為がないこと。 

（７） 業務執行において不誠実な行為がないこと。 

（８） 経営及び信用の状況が良好であること。 

（９） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項の規定する

者に該当しないこと。 

（10）地方自治法施行令第 167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

たものにあっては、その事実があった後２年を経過していること。 

（11）那覇市暴力団排除条例（平成 24年那覇市条例第１号。）第２条第１号に規定

する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係

していないこと。 

（12）その他市長が必要と認める条件 

 

３ 業務委託仕様書の配布期間及び配布場所 

  配布期間 平成 29年３月３日(金)～平成 29年３月 10日(金) 

       ９時 00分～16時 00分（12時～13時を除く） 

       （ただし土曜日、日曜日、祝日を除く） 

  配布場所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 

       那覇市総務部管財課 

       ※窓口でのみ配布します。 

       ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 
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４ 業務委託仕様書等に対する質問及び回答 

  質問期間 平成 29年３月３日（金）～平成 29年３月 10日（金） 

  質問方法 質問書（市様式）を那覇市総務部管財課へ電子メールで提出するこ

と。 

       ※メールアドレスは仕様書配布時にお配りします。 

  回答日  平成 29年３月 14日（火） 

回答方法 仕様書配布の受付を行った業者に対し、メールで回答します。 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

日 時 平成 29年３月 17日（金） 

      11時 00分受付開始 11時 10分入札開始 

場 所 那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎５階 501会議室 

      ※本庁舎の駐車場は有料になっています。 

 

６ 入札時提出書類 

 （１）入札書（市様式） 

 （２）代理人が入札する場合にあっては委任状（市様式） 

 （３）暴力団、暴力団員に関係していない旨の誓約書（市様式） 

 

７ 入札保証金 

那覇市契約規則第８条第１項の規定に基づく場合は免除することができる。 

 

８ 資格審査書類の提出（落札候補者のみ提出） 

   落札候補者は、指定された期日までに下記資格審査書類を那覇市管財課まで

持参のうえ提出すること。 

（１） 入札資格審査申請書 

（２） 業務実績表（市様式） 

（３） 商業登記簿 

（４） 市税完納証明書 

（５） 所在地確認資料 

（６） 労働保険（労災・雇用）加入証明書 

（７） 社会保険（健康保険・厚生年金保険）加入証明書 

（８）その他市長が必要と認める書類 

 

９ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は無効とします。 

 

10 郵送による入札は認めない。 

 

11 留意事項 

入札実施後、落札者が正当な理由なく契約の締結又は履行をしない場合は、

今後一定期間の入札参加停止処分とする。 
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12 お問合せ 

那覇市総務部管財課庁舎管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

〒900-8585 那覇市泉崎１丁目１番１号 

電話 098-862-9904 ＦＡＸ 098-862-9352 

 

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について

（道路建設課） 

那覇市公告第 604 号  

平成 29 年３月６日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画道路事業の事業計画変更認可に係る縦覧について 

 

 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規定において準用する同

法第62条第１項の規定に基づき、図書の写し等の送付を受けたので、同法第62条

第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

（１）種類 那覇広域都市計画道路事業 

（２）名称 ９・７・１号 沖縄都市モノレール 

 

２ 施行者の名称   沖縄県 

 

３ 縦覧場所及び縦覧期間 

（１）場所 那覇市建設管理部道路建設課 

（２）期間 平成 29年３月６日～平成 32年３月 31日 
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那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業

計画変更について（市街地整備課） 

那覇市公告第 605 号  

平成 29 年３月６日  

掲 示 済  

 

 

那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業計画変

更について 

 

 

  那覇広域都市計画事業真嘉比古島第一地区土地区画整理事業の事業計画の変更

をしたので、土地区画整理法第55条第13項において準用する同条第９項の規定によ

り、下記の事項を公告する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

 

１ 土地区画整理事業の名称 那覇広域都市計画事業  

                          真嘉比古島第一地区土地区画整理事業 

 

２ 施 行 者 の 名 称 那覇市 

 

３ 施 行 地 区 

那 覇 市 

古   島 １丁目 ２丁目 
全 部 

首里末吉町  ４丁目 

字 古 島  古島宝口原 

 の一部 
松   島 １丁目 ２丁目 

真 嘉 比  ２丁目 ３丁目 

首里山川町  ２丁目 

 

４ 事 業 施 行 期 間  昭和50年６月５日から 

平成32年３月31日まで 

 

５ 事 務 所 の 所 在 地  那覇市泉崎１丁目１番１号 

                        都市計画部 市街地整備課 

 

６ 事業計画の決定の年月日  昭和50年６月５日 

 

７ 事業計画の変更の年月日  平成29年３月６日 
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那覇広域都市計画事業壺川土地区画整理事業の事業計画変更につい

て（市街地整備課） 

那覇市公告第 606 号  

平成 29 年３月６日  

掲 示 済  

 

 
那覇広域都市計画事業壺川土地区画整理事業の事業計画変更について 

 
 
  那覇広域都市計画事業壺川土地区画整理事業の事業計画の変更をしたので、土地
区画整理法第55条第13項において準用する同条第９項の規定により、下記の事項を
公告する。 
 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 
記 

 
 
１ 土地区画整理事業の名称 那覇広域都市計画事業  
                       壺川土地区画整理事業 
 
２ 施 行 者 の 名 称 那覇市 
 
３ 施 行 地 区 
 

 

那 覇 市 

壺川 ３丁目 全 部 

壺川 １丁目、２丁目 

の一部 泉崎 ２丁目 

旭町  

 
４ 事 業 施 行 期 間  昭和59年１月18日から 

平成32年３月31日まで 

 
５ 事 務 所 の 所 在 地  那覇市泉崎１丁目１番１号 
                         都市計画部 市街地整備課 
 
６ 事業計画の決定の年月日    昭和59年１月18日 
 
７ 事業計画の変更の年月日    平成29年３月６日 
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モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び

設計の概要を表示する図書の縦覧について（市街地整備課） 

那覇市公告第 609 号  

平成 29 年３月７日  

掲 示 済  

 

 

モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業の施行地区及び設計の

概要を表示する図書の縦覧について 

 

 

 都市再開発法（昭和 44年６月３日法律第 38号）第 50条の８第３項の規定に基づ

き、下記事業に係る図書を、同法第 100条又は同法第 125条の２第５項の公告の日

まで、縦覧に供します。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

記 

 

１ 名 称：モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業 

 

２ 図 書：施行地区及び設計の概要を表示する図書 

 

３ 縦覧場所：那覇市都市計画部市街地整備課                

（那覇市泉崎１丁目１番１号 本庁舎９階） 

 

４ 縦覧時間：午前８時 30分から午後５時 15分まで（土・日曜日及び祝日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１６８８号   2017（平成29）年３月15日 

 1769 

 

開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 624 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

平成 28年８月４日 第 H28－01－01号 那覇市指令都建第 1452号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市首里石嶺町２丁目 70番 26 

 

３ 公共施設 

なし 

 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

那覇市楚辺２丁目 33番 18号 

沖縄県農業協同組合 代表理事 理事長 大城 勉 

 

５ 検査済証番号 

平成 29年２月 21日 那都建第 819号 

 

６ 工事完了年月日 

平成 29年２月１日 
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開発行為に関する工事の完了について（建築指導課） 

那覇市公告第 625 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

開発行為に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 36条第２項の規定により、次の開発行

為に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

平成 28年９月 21日 第 H25－03－06号 那覇市指令都建第 1999号 

 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

宮城地区宅地造成工事 第５工区 

那覇市宮城１丁目 42番１他８筆 及び 那覇市高良３丁目 16番５号 

 

３ 公共施設 

なし 

 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

横浜市戸塚区戸塚町 143番地４ 

株式会社 富士開発 代表取締役 小尾 一 

 

５ 検査済証番号 

平成 29年２月 24日 那都建第 829号 

 

６ 工事完了年月日 

平成 29年２月 15日 
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教育委員会訓令 

那覇市教育委員会事務局等職員の人事評価実施規程の一部を改正す

る訓令 

那覇市教育委員会訓令第１号  

平 成 2 9 年 ２ 月 2 8 日  

公 表 済  

 

 

那覇市教育委員会事務局等職員の人事評価実施規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。 

 

 

那 覇 市 教 育 委 員 会 

委 員 長  神  村  洋 子 
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選挙管理委員会告示 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

那覇市選挙管理委員会告示第 54 号  

平 成 2 9 年 ３ 月 ２ 日  

掲 示 済  

 

 

直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第５条第

１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50分の１の数並びに地方自治法第 76条

第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する選挙権

を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第

11 項及び第５条第 15 項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１の数は、そ

れぞれ次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会  

委員長 唐 眞 弘 安  

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数      5,203人 

  

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数     86,707人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数     43,354人 
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監査委員公表 

 

平成 28 年度後期定期監査の結果について（公表） 

    那 監 公 表 第 1 1 号  

平成 29 年３月 15 日  

 

 

那覇市監査委員   新 城 和 範  

同      宮 里 善 博  

同      高 良 正 幸  

同      糸 数 昌 洋  

 

 

平成 28年度後期定期監査の結果について（公表） 

 

 

地方自治法第 199 条第４項の規定に基づき、総務部、企画財務部、都市計画部、

建設管理部、こどもみらい部（こども政策課）の定期監査を行ったので、同条第９

項の規定により監査の結果を、次のとおり公表する。 
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